
サポセンニュース  （第 ２５ 号） 

知多市更生保護サポートセンター  

 

名 称 名古屋家庭裁判所見学 

実施日 令和６年６月５日（水） 

記 事 昨年は名古屋地方裁判所を見学しましたが、今年は名古屋家庭裁判所へ

知多市更生保護女性会の役員５名とともに見学しました。  

家庭裁判所の取り扱う事件は家事事件とと少年事件です。保護司が関係

する少年審判はここで取り扱われ、その結果により保護観察となる場合が

あります。私たちはビデオで少年審判の流れを勉強し、その後に審判の行

われる部屋などを見学しました。少年審判では裁判官は法衣を羽織らない

とのことですが試着をさせていただきました。  

最後に家庭裁判所調査官が保護司の質問に答えていただきました。一般

の刑事裁判と少年審判の大きな違いがあり、少年に対しての心配りを感じ

ました。我々の地域の少年審判は半田支部で行われるものかと思っており

ましたが、半田支部では行っていないことも初めて知り驚きました。  

午後は名古屋市科学館を見学し、皆が久しぶりのプラネタリウムに入り

ました。本日のテーマは太陽でした。毎日見る太陽ですが、何処から昇り

何処へ沈むのか。プラネタリウム

ならではの軌跡で示していただ

きました。太陽は地球から一番近

い恒星ですが約１億５千万キロ

メートル離れています。黒点が発

生するとともに先月のように大

きな太陽フレアが発生すると世

界各地でオーロラが見られます。

神秘の世界を少し垣間見ました。 

 


